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1.タイムライン運用の手引きについて

2.タイムラインについて

【広島市版】

R4版 R5版 R4版 R5版

1 1
ステージ1のトリガーに「梅雨期間」「太田川の出水期（6/11～
10/25）」を追加

全 全
役割分担の広島市担当課名変更（健康福祉・地域共生社会課
→健康福祉企画課）

47 47 2 2 情報 防災情報 洪水予報（氾濫注意情報）発表・伝達
広島県危機管理監危機管理課「発」→「受」、広島市危機管理
室→「受」

55 55 2 2 住民対応 避難の呼びかけ 市民への注意喚起 各区地域おこし推進課→「◎」に修正

修正箇所

広島市版P7、安芸太田町版P7

広島市版P22、安芸太田町版P20

表3-1のステージ1のトリガーに「梅雨期間」、「太田川の出水期（6/11～10/25）」を追加

修正内容

5.7 関係者
・事務局に「広島県」を追加

広島市版P18、安芸太田町版P16

①立ち上げ
・「台風以外による出水の場合は、ステージ1からのスタートとならない場合がある。」→「梅雨期間、太田川の出水期（6/11
～10/25）は常に立ち上げておく。」に修正
表5-2のステージ1のトリガーに「梅雨期間」、「太田川の出水期（6/11～10/25）」を追加

広島市版P20、安芸太田町版P18

①事務局用メーリングリスト
・登録者に「広島県道路河川管理課」を追加
②広島市関係機関連絡用メーリングリスト／②安芸太田町関係機関連絡用メーリングリスト
・使用目的：「タイムライン検討会開催案内や、資料配布、簡単なアンケートの依頼等。」を削除し、「※タイムライン検討会
開催案内や資料配布、簡単なアンケートの依頼等は、別途、担当職員のメールアドレスから送付。」を添付
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【安芸太田町版】

R4版 R5版 R4版 R5版

1 1
ステージ1のトリガーに「梅雨期間」「太田川の出水期（6/11～
10/25）」を追加

全 全
役割分担の安芸太田町担当課名変更（住民生活課→住民
課、福祉課→健康福祉課）

2 2 0 0 住民対応 避難所開設・運営 人員配置の当番づくり 総務課「◎」→「○」、住民課「○」→「◎」に修正

27 67 1 2 指揮 体制の確立 注意体制（県、町） 27は注意体制（県）のみ、注意体制（町）はステージ2に移動

38 120 1 3 現場対応 施設の保全 人員の確保（第一次警戒体制） ステージ1→3に移動

68 140 2 4 指揮 体制の確立 第二次警戒体制（町） ステージ2→4に移動

75 112 2 3 住民対応 避難所開設・運営 状況に応じて地域の避難所の開設 ステージ2→3に移動

82 80 2 2 緊急対応 避難誘導・救出救護 避難情報の広報【継続】 総務課→「◎」、消防団「◎」→「○」に修正

86 149 2 4 現場対応 施設の保全 人員の確保（第二次警戒体制） ステージ2→4に移動

－ 104 － 3 指揮 体制の確立 第一次警戒体制（町） 新たに設定

116 115 3 3 住民対応 備蓄資材確保 避難者の体調等の情報収集【継続】
総務課、加計支所、筒賀支所「◎」→「○」、住民課「○」→
「◎」に修正

140 141 4 4 指揮 体制の確立 非常体制（太田川、町）
141は非常体制（太田川）のみ、非常体制（町）はステージ5に
移動

147 148 4 4 緊急対応 避難誘導・救出救護 屯所待機、情報収集（安佐北消防） 屯所待機（消防団）に修正、消防団→「◎」に修正

164 166 5 5 指揮 体制の確立 非常体制（気） 非常体制（気、町）に修正

170 172 5 5 住民対応 避難の呼びかけ
避難の呼びかけ（防災無線、エリア
メール）【継続】

加計支所、筒賀支所「◎」→「○」に修正

187 189 5 5 報道 情報収集 道路情報の把握 建設課→「○」に修正

188 190 5 5 報道 情報収集 被害情報の把握 建設課→「○」に修正
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